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� はじめに

｢女性に対する暴力｣ という言葉は､ 国連を中心に展開されてきた､ 世界のジェンダー平等を目

指すＮＧＯ活動の中で用いられ始めた言葉である｡ ｢女性に対する暴力｣ を､ ����年 ｢女性に対す

る暴力撤廃宣言｣ は ｢女性に対する肉体的､ 精神的､ 性的又は心理的損害又は心理的損害又は苦痛

が結果的に生じるか､ もしくは生じるであろう性に基づくあらゆる暴力を意味し､ 公的又は私的生

活のいずれで起こるものであっても､ かかる行為を行うという脅迫､ 強制又は自由の恣意的な剥奪

を含む｣ (パラ１) と定義する｡ この定義にあてはまる暴力事例である性暴力にせよ､ ＤＶにせよ､

サバイバー
(１)

に占める女性の割合が非常に高く､ 加害者に占める男性の割合が非常に高いという特徴

があることと､ こうした暴力が女性差別を生み､ 維持するためのシステムとして機能しているとい

うことを捉え､ 特に ｢女性に対する｣ 暴力と名付けられた｡

この ｢女性に対する暴力 (以下 ｢ＶＡＷ｣ とする)｣ は克服されるべき課題として認識され､ 本

文に記すように様々な取組が国連の場で提唱､ 承認され､ 進化を続けてきた｡ その成果の一つとし

てこのハンドブックは存在する｡ 本稿の目的の一つめはその概要を紹介することである
(２)

｡

国連のこうした進化に伴い､ ＶＡＷ対策は加盟国政府の重要な政策課題となっている｡ それは日

本も同様である｡ そのことはたとえばＤＶ防止法の制定や､ 男女共同参画基本計画がＶＡＷの根絶

に一章を割いていることにも表れている｡ 他方日本は､ 国連人権条約諸委員会から､ ＶＡＷについ

て､ 様々な ｢宿題｣､ つまり､ 改善勧告等を受けている｡ それをどう実現するかも重要な課題である｡

ところでＶＡＷサバイバーの救済という課題を考えるとき､ その権利の回復､ すなわち法的救済､

特に民事的救済が有効に機能することも重要である｡ しかしながら上記計画を見ても､ それが熱心

に取り組まれているとは言い難い｡ 同様に､ もしかするとこちらの方がその原因なのかもしれない

が､ 民事法が特にこの問題に特別な配慮をした上で取組んでいるとも言い難い｡ 国連からの ｢宿題｣

が意識されているとも思えない
(３) (４)

｡

しかしこの状況は､ ＶＡＷをジェンダー平等な社会の実現のために取組むべき重要課題とする現

在において､ 非常に憂うるべきことである｡ 本稿の二つめの目的は､ 『国連・ＶＡＷ立法ハンドブッ

ク』 の提案をどのように民事法が受け止めることが可能か､ 必要かについて､ ハンドブックの概要

等を踏まえた上で提示することである｡
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� 民事法はどのようにＶＡＷ立法ハンドブックを受け止めるべきか

１. 立法ハンドブックに至るＶＡＷへのこれまでの世界の取組み

まず国連の成果文書等において､ どのようにＶＡＷは語られてきたかについて振り返り､ そこか

ら世界が何を目指そうとしているのかを分析し､ その一定の成果であるこのハンドブックの眼目を

取り上げてみたいと思う｡

重要な文書としてまずナイロビ将来戦略 (����年) を上げなければならない｡ 次に����年に成立

した女性差別撤廃条約によって設置された女性差別撤廃委員会による一般的勧告��(����年)､ Ｖ

ＡＷ撤廃宣言 (����年)､ そして北京行動綱領 (����年) が､ ��世紀における成果として参照され

なければならない重要な文書である
(５)

｡

(１) ナイロビ将来戦略 (����年)

これは､ ����年を国際女性 (婦人) 年として､ 第一回世界女性会議がメキシコシティで開催され

た��年後に採択された文書である｡ これは����年までに達成すべき目標が書き込まれたものである｡

この文書に､ ＶＡＷへの言及が現われている｡

戦略は､ 世界各地で起きているＶＡＷを指摘し､ それに関心を持つことを呼びかける：｢ＶＡＷ

はあらゆる社会の日常生活の中に様々な形で存在している｡ 女性は殴られ､ 障がいを持たされ､ 焼

かれ､ 性的に虐待され､ 陵辱されている｡ このような暴力行為は平和を他の ｢十年｣ の目標を実現

する上での主要な障害となっており､ これに特別な関心が向けられるべきである (パラ���)｡｣

ＶＡＷはこのような問題であるとしても､ サバイバーでさえそれを ｢あってはならないこと｣ ある

いは ｢被害｣ と認識できない場合もあり､ 社会全体も ｢仕方のないこと｣ ｢自然なこと｣ などとし

て､ それをなくすことをいわば諦めるような傾向がある｡ それに対し戦略は次のように呼びかける：

｢女性には､ 虐待は改めることができない現象ではなく､ 女性及び子どもの肉体的､ 精神的保全に

対する攻撃であって､ 彼女らがサバイバーであるか目撃者であるかにかかわらず､ 暴力に対して闘

う権利 (及び義務) を持っていることを認識させることをとくに目指すべきである (パラ���)｡｣

そして戦略は､ ＶＡＷのサバイバーを保護したり､ それをなくすための対策として､ ｢暴力の犠

牲となった女性に特別の注意を払い､ 包括的な援助を与える必要がある｡ このためには暴力行為を

防ぎ､ 女性の犠牲者を救済する法的措置を制定すべきである (パラ���)｡｣ と､ 実効性のある法律

の制定を提案する｡ そしてその適切な運用に基づく問題への取組みのために国内機構を設立し､ サ

バイバーに制度的支援 (虐待された女性や子どもに避難施設､ 援助及び指導のためのサービスの提

供)､ 予防政策の策定を提案する (パラ���)｡ さらに戦略は､ 女性の品位を傷つけるイメージや表

現の抑制によって暴力をなくす政策や法的措置を確立し､ 加害者への教育を充実すべきであるとす

る (パラ���)｡

(２) 女性に対する暴力・女性差別撤廃委員会一般的勧告第��(����年)

この勧告はＶＡＷを ｢差別の一形態｣ であり､ ｢人権を侵害する｣ ものであるとする｡ そしてこ

の暴力をなくすために以下のような必要な措置をとることを締約国に勧告する｡

・締約国は､ 性に基づく暴力から女性を保護するための実効的な立法措置 (刑事的制裁､ 民事的救

済および補償の付与を含む)｡
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・防止措置 (男女の役割及び地位に関する態度を変更させるための公的情報および教育プログラム

を含む)｡

・保護措置 (暴力の犠牲者または暴力の危険にさらされている女性のための避難所､ カウンセリン

グ､ リハビリテーションおよび支援サービスを含む)｡

・締約国は､ あらゆる形態の性に基づく暴力について報告し､ かかるレポートは各形態の暴力の発

生率について､ および､ 犠牲者である女性に対するかかる暴力の効果について利用可能なすべて

のデータを含む｡

・締約国レポートは､ ＶＡＷをなくすためにとられた立法的､ 防止的および保護的措置についての

情報を含む｡

(３) 女性に対する暴力撤廃宣言 (����年)

この宣言はＶＡＷを､ その１条で ｢女性に対する肉体的､ 精神的､ 性的又は心理的損害又は心理

的損害又は苦痛が結果的に生じるか､ もしくは生じるであろう性に基づくあらゆる暴力を意味し､

公的又は私的生活のいずれで起こるものであっても､ かかる行為を行うという脅迫､ 強制又は自由

の恣意的な剥奪を含む｡｣ とする｡ そしてこれをその前文は､ ｢ＶＡＷは､ 男女間の歴史的に不平等

な力関係の現れであり､ これが男性の女性に対する支配及び差別並びに女性の十分な地位向上の妨

害につながってきたこと､ 及びＶＡＷは女性を男性に比べ従属的な地位に強いる重要な社会機構の

ひとつである｣ とする｡ ナイロビ戦略がＶＡＷの ｢存在｣ を指摘した上でその対策を提案したのに

対し､ 撤廃宣言はＶＡＷを ｢社会機構｣ と捉え直した上でそれへの対策を提案する｡ この変化は重

要な変化である｡ なぜならＶＡＷをなくすには､ この社会の変革を促す必要があることを意味する

からである｡ ４条は､ ＶＡＷをなくすための��の措置を記す｡ それらは次の七つにまとめることが

できる｡

・ＶＡＷ行為の処罰

・あらゆる法律上の罰則の開発

・サバイバーに救済へのアクセスを与える

・国内行動計画の策定

・予算措置

・実態調査とそれに基づく措置の開発

・宣言実施のためのガイドラインの開発

(４) 北京行動綱領 (����年)

これはジェンダー平等を実現するための非常に重要な成果文書である｡ 国連・女性の地位委員会

では毎回この綱領の各国における進捗状況が確認されている｡ 昨年の夏に来日し､ 今年実施された

日本報告審査のフォローアップを担当する女性差別撤廃委員のシモノヴィッチ委員は､ ｢北京行動

綱領は､ 女性差別撤廃条約の行動計画である｣ との理解を一昨年の女性の地位委員会で示した｡ こ

の綱領は��の重大関心領域の一つにＶＡＷを位置付けた｡ 北京行動綱領はＶＡＷを､ ＶＡＷ撤廃宣

言とほぼ同じように ｢女性に対する暴力とは､ 公的または私的生活のいずれを問わず､ 女性に対す

る身体的､ 性的､ 心理的危害または苦痛が結果的に生じるであろう性に基づくあらゆる暴力行為を
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さし､ そのような行為を行うという脅迫､ 強制､ 自由の恣意的な剥奪を含む (パラ���)｡｣ とする｡

この暴力の具体的な例としてＤＶ､ 強かん､ セクシュアル・ハラスメントを上げるとともに ｢武力

紛争における､ とくに殺人､ 組織的強かん､ 性的奴隷､ 強制妊娠を含む､ 女性の人権侵害が含まれ

る (パラ���)｡｣ とする｡ この部分は冷戦終結後世界各地で起きた民族紛争において行われた様々

な性暴力を目の当たりとし､ その防止やサバイバー救済､ 加害者処罰の必要性が意識されるように

なったことを示している｡ ｢性的奴隷｣ は､ 旧日本軍戦時性奴隷の問題が想定されたものであるこ

とは言うまでもない｡ 引き続き綱領はＶＡＷの原因と結果､ そしてそれへの対策について記す｡ ま

ず原因については ｢女性の社会的､ 経済的地位の低さが､ 女性に対する暴力の原因とも結果ともな

りうるのである (パラ���)｣ とし､ 結果については ｢女性に対する暴力は､ 歴史的に不平等な男女

の力関係を表すものであり､ 男性の女性支配と差別および女性の完全な能力の開発の妨害をもたらし

た (パラ���)｡｣ とする｡ こうした原因と結果から綱領はＶＡＷを ｢女性に男性に比し従属的な地

位を強いる重要なシステムのひとつである (パラ���)｡｣ と分析する｡ この理解は､ 女性に対する

暴力撤廃宣言の延長にあるものである｡ 宣言が示したＶＡＷに関する理解がここで再度確認された

ということだ｡ 対策については､ 伝統的な性別役割分業をなくすこと､ ＶＡＷをなくす実効性のあ

る法律の制定､ 特に加害者の訴追を強調した法律を制定すること､ 被害女性への保護及び賠償等を

保障することが必要であるとする (パラ���(�))｡ さらに綱領は ｢メディアにおける女性への暴

力描写､ とくに強かんあるいは性的奴隷の描写､ ポルノグラフィを含めて性的対象として女性や少

女を使うことは､ 女性に対する暴力が広がり続けることに影響を与え､ 社会全体に広く､ とりわけ

子どもや青年に有害な影響を与える要因となっている (パラ���)｡｣ と指摘する｡ これはナイロビ

将来戦略でも指摘されたことである｡ これがここでも再度繰り返され､ その問題性が確認された｡

(５) 女性に対する暴力根絶のためのモデル戦略 (���	年～����年
(６)

)

このように､ ＶＡＷに対応する法律の制定の必要性が提案され続けてきたところ､ 国連・犯罪と

刑事司法委員会により ｢ＶＡＷ根絶のためのモデルストラテジー｣ が作成され､ ����年国連総会で

承認された｡ これはＶＡＷに対応する主として刑事法に関するものである｡

モデル戦略はまず締約国に対し､ 法律や法典そして手続法､ とりわけ刑事法を定期的に見直し､

評価し､ 改訂し､ ＶＡＷを根絶する価値や効果あるものとすること､ ＶＡＷを容認するような規定

を取り除くこと､ 国内の刑事法と民事法を見直し､ 必要な改訂を行い､ すべてのＶＡＷ行為を禁じ

る措置をとることを求める｡

①警察については､

(�) ＶＡＷ事案において警察が現場に入り､ 逮捕できる権限を警察に持たせること｡

(�) 女性サバイバーに対する負担を最小のものとできるような証拠収集､ 調査方法を開発するこ

と｡

(�) 警察が加害者を逮捕したりその身柄拘束を決定するときには､ サバイバーの安全を考慮に入

れ､ さらなる暴力を抑止するものであるかどうかも考慮すること｡

(�) ＶＡＷ事案に対し警察が即座に対応できるようにする警察権限の行使は､ 法の支配､ 行為規

範に従わなければならないこと｡
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こうした対策が提案されている｡ ここで示されている逮捕は､ ｢積極的逮捕政策｣ と呼ばれるも

ので､ すでにこれを実施する国も存在する｡ 積極的逮捕といっても､ サバイバーの安全確保を第一

に考え､ 法の支配に基づく行動をすることも同時に満たす必要があるのは当然である｡

②刑事裁判について

(�) 訴追するかどうかはまず検察官が決めるのであって､ その負担をサバイバーに負わせないこ

と｡

(�) 暴力被害女性が法廷で証言する際､ プライバシー確保を保障すること｡

(�) 被告の防御方法は女性を差別するものであってはならず､ 名誉や挑発を理由に責任をまぬか

れることを認めてはならないこと｡

(�) 自主的なアルコールや薬物摂取をした上でＶＡＷを振るった場合､ 刑事責任は免責されない

こと｡

(�) 裁判所は被害女性に対する加害者の接近の禁止など保護命令を出す権限を持つこと｡

(�) サバイバーやその家族を加害者からの脅迫や報復から守る措置をとること｡

(�) 加害者を保釈したり､ 釈放したりするときにはサバイバーの安全を考慮すること｡

(�) 以下の４点の観点から､ 判決の内容は検討される必要があること｡

(あ) 加害者に､ ＶＡＷに関連する行為の責任をとらせること｡

(い) 暴力的な態度をやめさせること｡

(う) 加害者がサバイバーの家族である場合に､ 判決がサバイバーたちに与える影響について考

慮すること｡

(え) 他の暴力犯罪に匹敵するサンクションとすること｡

(	) サバイバーに加害者が釈放された情報を知らせること｡

・サバイバーの意見陳述を参考にしながら､ 判決言渡しまでの過程において被害の重大さを考慮

すること｡

(
) サバイバーを守るために､ 立法を通して法廷があらゆる種類の決定ができるようにすること｡

(�) 裁判官が､ 判決言渡しのときに被告人の処遇について勧告できるようにすること｡

(�) 加害者処遇のプログラムを開発し､ 評価すること｡

() 刑事裁判の最中､ 後にサバイバーや証人の安全を確保すること｡

こうした提案がなされている｡ これらの提案は､ 加害者にサバイバーにもたらした被害の大き

さに等しい責任を取らせ､ 再発を予防すること､ 加害者の逮捕､ 起訴､ 裁判の終了後も常にサバ

イバーの安全を確保することという考えがその基礎にあることがうかがわれる｡

そしてサバイバーに対する､ 特に法的支援について､

(�) サバイバーに対し､ 権利や回復のための手段､ 裁判への参加について情報提供すること｡

(�) 暴力サバイバーの訴えを援助をすること｡

(��) サバイバーが､ 加害者や国家から即時に公平な賠償を受けられるようにすること｡

(���) 法廷の仕組みや訴訟手続きが､ 被害女性にとって利用しやすいものであり､ サバイバーの

ニーズを考慮するものであること､ そして訴訟手続きが公平なものであるようにすること｡
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以上の事柄が提案されている｡ これらは､ 裁判はサバイバーにとって利用しやすいものであるべ

きであり､ サバイバーの侵害された権利は回復されなければならないとの考えに基づくものである

といえ､ この賠償については､ 加害者のみならず国家からも被った被害に対する賠償が得られるよ

うになるべきだという非常に画期的な提案がなされている｡ 初代・ＶＡＷ特別報告者であったラディ

カ・クマラスワミはその報告書の中で､ ＤＶを､ 国家が私人に差別目的で女性に暴力をふるうこと

を黙認するという特徴を捉え ｢拷問に匹敵するもの｣ と評価した
(７)

｡ サバイバーが正当な支援を求め

たにもかかわらずそれに公的機関が応じなかったために被害が増大したというような場合､ その機

関はサバイバーに対し一定の責任を負うべきである｡ そのことがこのモデル戦略に記されているの

である｡

２. 『女性に対する暴力立法ハンドブック』

このように､ ナイロビ将来戦略から北京行動綱領､ モデル戦略に至るまで､ ＶＡＷは重大な女性

に対する人権侵害であること､ 女性を男性への従属的地位におくことを強制する重要なシステムで

あること､ そしてサバイバーを保護し､ 侵害された権利を保障すると同時に､ 加害者を処罰するこ

とができる法律を制定すること､ その法律が適切に運用され､ ＶＡＷが予防できる対策を講じるた

めの国内機構を創設すべきだということが指摘され続けてきたことがわかる｡ 女性の地位向上部が

中心となって､ こうしたことを全て満たす制度はどうあるべきかが検討され続けている｡ モデル戦

略の後､ ����年の北京＋５の成果文書は､ やはりＤＶや児童ポルノを含め､ 女性や子どもへの様々

な形態の暴力をなくすための措置は､ 特に刑事法領域の分野において､ 法的､ 立法的処置が弱い｡

暴力防止戦略も場当たり的かつ受身的であり､ こうした問題に関するプログラムが不足している

(パラ��)｣ と指摘した
(８)

｡ ����年には国連事務総長・女性に対する暴力報告書が出され､ 世界中のＶ

ＡＷの実態が統計的にも明らかとされた｡ そして����年､ 事務総長のイニシアティブにより ｢ＶＡ

Ｗを終わらせよう (��	
���� �������������
�����)｣ というキャンペーンが開

始された｡ このキャンペーンの目標の一つに､ ｢����年までに全ての国連加盟国が､ 国際人権規準

にのっとってＶＡＷを処罰するための国内法を整備すること｣ がある｡ その実現を促進するために､

女性の地位向上部がこのハンドブックを作成した｡

ハンドブックには､ これまで提起され続けてきたＶＡＷに対応する包括的な法律であるために必

要とされる､ ＶＡＷの定義､ サバイバー支援､ 処罰も含む加害者対応､ 裁判の進め方､ 予防対策､

監視機関の設置といった内容から構成されている｡ ＶＡＷの定義についてはサバイバーの経験､ 実

態を正確に反映できるように､ そして支援の仕組み､ 裁判､ サバイバーの賠償請求権､ 加害者への

対応等々､ 全ての制度がサバイバーにとって使いやすく､ その権利の回復が十分に図られること､ そ

して加害者に相応の責任を果たさせうることが配慮されている｡ これらについて以下順に紹介する｡

(１) 女性に対する暴力の定義
(９)

ＤＶ､ 性的暴力､ セクシュアル・ハラスメント (以下 ｢��｣ とする)､ それぞれの定義に含まれ

るべきことが説明されている｡ まずＤＶについては､ あらゆる形態の暴力が含まれる必要があると

して身体的､ 性的､ 心理的､ 経済的暴力があげられている｡ 性的暴力は､ 明白で自発的な同意なく
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行われた性的行為で､ サバイバーの人格的完全性 (インテグリティ) と性的自律を侵害するもの｡

��は､ 性的な意味を含み､ 相手が望まないあらゆる言動が��に該当する｡ こうした定義が示され

ている｡ しかも��を犯罪とせよという｡ 日本では職場や教育の場における��に､ 強かんや強制わ

いせつという犯罪に該当するものも含まれる｡ しかし他国では､ 強かんや強制わいせつといった犯

罪には該当しないが､ 相手に不快感や不安感､ 恐怖感を与える言動が��として理解されている｡

それを犯罪とせよということだ
(��)

｡

(２) サバイバーに対する支援
(��)

これは大きく､ 相談 (支援センター)､ 安全確保､ 生活再建支援に分けて見ることができる｡

①相談 (支援センター) について これに関する基本的な考え方は､ 人口当たりの設置数を定め､

十分な予算を措置した上で､ 全ての地域で平等にサービスを利用できるようにするということだ｡

そしてハンドブックは支援センターとして､ 女性支援カウンセリング､ 全国ホットライン､ レイプ

救援支援センター (レイプ･クライシス･センター) をあげる｡ 前二者は､ サバイバーが必要とする

ことは何か､ そしてそれを提供できる機関はどこなのかなど､ 必要な支援にサバイバーをつなげる

機能を持つものとして考えられている｡ レイプ救援支援センターは､ レイプ被害にあったときに､

医療をはじめとしてそのときサバイバーに必要なサービスを早急に提供できるセンターである｡ そ

れぞれの機関の設置数は､ 女性支援カウンセリングセンターが５万人に一箇所､ レイプ救援センター

は女性��万人に一箇所である｡ 全国ホットラインは��時間､ 無料で提供されるべきとされる｡

②安全確保について サバイバーが暴力加害者から離れて､ 安全に生活できるための支援ことで

ある｡ まず緊急一時保護施設 (シェルター) の設置が必要であるが､ これは１万人あたり一箇所と

されている｡ 次に保護命令である｡ 日本のＤＶ防止法は保護命令として､ 退去命令､ 接近禁止命令

を持つ｡ しかしこれだけに限られず､ ハンドブックは､ 緊急保護命令､ サバイバーの生活費､ 医療

費支払いの命令､ 加害者の位置をサバイバーが正確に知ることができるための電子的監視命令など

も必要としている｡

③生活再建支援について 雇用継続支援､ 住居支援､ 経済的支援が必須事項とされている｡

ここでは特に前二者について見ておこう｡

雇用継続支援は､ サバイバーが受けた暴力の影響によって雇用継続にあたり何らかの困難があっ

たとしても (通院､ 法廷への参加などを理由とする休暇取得が度重なるなど)､ それを理由に解雇

してはならないというものである｡ サバイバーの雇用の権利は保障されなければならないという視

点からするものである｡

住居支援は､ 暴力にあったということを理由にアパート等の賃借契約を解約することは許されな

いなど､ 居住の継続の確保という側面がひとつ｡ もうひとつは､ 暴力被害を受けたためにホームレ

スになったサバイバーに対する居住を提供するというものである｡ 人間にとって住居は生きる基礎

となる大切な場である｡ それが確保されることを雇用の場合と同様､ 権利として保障しようという

ものである｡
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(３) 裁判について
(��)

最終的なサバイバーの権利の回復や確保は裁判所によってなされる｡ その意味において裁判はサ

バイバーにとってきわめて重要なものである｡ しかし具体的なケースの解決を図る裁判官のジェン

ダーやＶＡＷに関する誤った理解､ そしてジェンダーの視点が殆どない現在の多くの法律によって､

サバイバーが二次被害を受けることも少なくない｡ 裁判所で加害者と顔を合わせる可能性や､ 証言

することが加害者からのさらなる加害をもたらさないかなどの不安もある｡ そもそも法律という市

民にとってなじみの薄いものへの近寄りがたさ､ 難しさゆえに､ 裁判所に行くこと自体がためらわ

れたりする｡ そこでハンドブックは､ こうしたことを取り除くため､ ①裁判所を利用しやすくする

ための方法､ ②裁判官の資質､ ③裁判中のサバイバーの安全確保､ ④ＶＡＷ､ 中でもレイプの証明

について考慮すべき点を記している｡

①利用しやすくするための方法について 経済的理由で裁判に訴えられないサバイバーのために

法律扶助制度を充実すること｡ 適切でわかりやすい法律や裁判に関する情報提供を行うこと｡ 無料

で通訳や文書の翻訳を利用できるようにすること｡ 弁護士の援助を受けられるようにすることが提

案されている｡

②裁判官の資質について ジェンダーに敏感な視点を持てるようになるための研修することは当

然､ ハンドブックはＶＡＷを専門的に取り扱う専門法廷の設置を提案する｡ 同様のことは警察と検

察についても提案されている｡ つまり関係職員の能力の強化と､ 警察､ 検察にそれぞれＶＡＷ専門

部局の設置の提案である｡

③裁判中のサバイバー等の安全確保について 自分が起訴されたことを知った加害者による報復

からサバイバーを守ること｡ そして裁判所内で加害者と顔を合わせないようにするために､ 別々の

出入り口や待合室が用意されること､ 法廷に出なくても一定の方法 (宣誓供述調書や録音テープ)

で証拠を提出できるようにすること｡ 法廷に出る場合には､ 衝立やビデオリンクをできるようにす

ること｡ サバイバーの個人情報の保護や風評等の二次被害防止のため､ 報道制限できるようにする

ことが､ サバイバーの安全を確保する方法として提案されている｡

④レイプの証明に関し考慮すべき点について
(��)

この問題に関しもっとも争われるのは､ 同意があっ

たかどうか､ サバイバーの過去の性的経験が暴露されること､ 密室 (的状況) で起きることの多い

レイプを証明するための物的証拠を揃えることが困難であることをどう克服するのかの３点である｡

これらに関するハンドブックの提案をそれぞれ見てみよう｡

(�) 同意があったかどうか まず ｢同意｣ をどう捉えるかが問題となる｡ ここで従わないとど

うなるかわからないという ｢恐怖から｣ ｢仕方なく｣ ｢不承不承｣ 同意したときでも､ ｢同意があっ

た｣ と認定され､ レイプ (強かん) と判断されることは大変難しい｡ このような ｢同意｣ を ｢消極

的同意｣ という｡ ハンドブックは同意について､ ｢明白で自発的な同意｣ とすべきと提案する｡ こ

のような同意を ｢消極的同意｣ に対し ｢積極的同意｣ という｡

次に同意の有無はどのように認定されるのか｡ まず同意がなかったことを認定する状況として､

加害者の力づくまたは暴力により性的暴行が行われたという ｢抵抗要件｣ や､ 性器が挿入されたと

いう ｢挿入の証明｣ は排除されるべきであるという基本的な立場をハンドブックは確認する｡ そし
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てハンドブックは､ 同意の有無を判断する二つの方法を提案する｡ 一つめは､ サバイバーが積極的

同意をしたかどうか､ そしてそれを加害者が確認したかに関する証明を加害者に負担させようとす

る方法である｡ 立証責任転換の提案である｡ 二つめは､ サバイバーと加害者がいた事件当時の状況

が､ 同意を強制される状況であったかどうかを認定し､ そのような状況であったときは同意はなかっ

たとする方法である｡ この ｢強制的状況｣ は､ 二人の間柄など､ ある程度客観的な事柄からの判断

が可能であろう｡ これら二つの方法が実際に用いられている国の例もある｡ いずれにせよサバイバー

の経験に基づく､ 被害実態に即して同意の有無を判断しようとする視点からの提案である｡

(�) サバイバーの過去の性的履歴 性的経験が豊富な女性がサバイバーであるとき､ 彼女の性

的経験を法廷で暴くことによってサバイバーは ｢ふしだらな女｣ であり ｢信用に足らない女｣ であ

る､ それゆえ ｢法律による保護に値しない女｣ であるとの印象を裁判官等に与え､ 加害者を無罪と

するためにこれまでとられてきた手段である｡ 法廷でもこのようにサバイバーを貶めるという見過

ごすことのできない重大な二次被害といえる｡ こうした方法の問題性は世界中のサバイバーやその

支援者たちが指摘するところである｡ ハンドブックはこうした方法の廃止を提案する｡ これはよく

｢レイプシールド｣ といわれる｡

(�) 物的証拠について たとえば強かんを証明するための証拠がサバイバーの証言だけである

ときに､ その証言を裏付ける証拠が必要であるという補強証拠の原則がある
(��)

｡ ハンドブックはしか

しながら補強証拠による証明の原則を不要であるとし､ サバイバーの証言 (供述) に信用性がある

との推定を働かせるというルールを提案する｡ これは刑事訴訟の原則に正面から抵触するものとも

いえ､ 非常にチャレンジングな提案である｡

⑤加害者釈放､ 出所に関する情報提供 このような状況になったことに関する情報提供が検察官

からサバイバーになされる必要があることが提案されている｡

(４) サバイバーの賠償の権利
(��)

サバイバーは暴力被害を受けることによって､ 心身へのダメージ

を受けたり､ 場合によっては職を失ったり､ 職場や学校に通えなくなってしまったり､ 転居を余儀

なくされたり､ 様々な損害を被る｡ それは本来加害者によって賠償されなければならない｡ その提

案である｡ なおハンドブックは加害者に対する賠償だけでなく､ サバイバーが公的機関や���に

支援を求めているにもかかわらずそれに適切に応じなかったためにサバイバーが暴力被害を受ける

などの損害を被ったとき､ その公的機関や���に対しても賠償請求ができるようにすべきだと提

案する｡

(５) 子どもの親権者､ 面接交渉について
(��)

子どもがいるカップルが�	を理由に離婚する場合､

子どもの親権者や､ 加害者との面接交渉をどうするかは難問である｡ この点ハンドブックは､ 加害

者を親権者としない､ 監護権も認めない｡ 面接交渉権については､ 原則として認められないが､ 最

終の暴力行為から３カ月経過していること､ あらゆる暴力行為をやめていること､ 加害者更生プロ

グラムに参加していれば加害者に面接交渉権が認められるとする｡ 離婚後の共同親権の実現が検討

されている日本で､ この提案はその際の重要な視点を示すといえる｡

(６) 加害者への対応について
(�
)

(�) 逮捕､ 起訴 通報を受け現場に駆けつけた警察官が加害者であると認識した者を必ず逮捕
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しなければならないという義務的逮捕政策を取り入れること､ そして検察官は必ず加害者を起訴し

なければならないという義務的起訴政策を取り入れることが提案されている｡ こうした政策を実施

している例もある｡ これらの国々の経験は､ かなり訓練を受けた警察官でないと､ 誤ってサバイバー

を ｢加害者｣ として逮捕してしまう弊害が発生することを教える｡ いずれにせよ警察､ 検察がＶＡ

Ｗに対し適切に介入することは必要不可欠なことである｡ この前提に立ち､ どのような逮捕政策､

起訴政策をとるかはいわば試行錯誤の中で探求してゆくべきことであろう｡

(�) 非親告罪 ハンドブックは､ 加害者を起訴するかどうかの責任はサバイバーでなく､ 検察

官が追うべきである､ つまりＶＡＷを非親告罪とすることを提案する｡ 性犯罪を非親告罪とする国

は多く存在する｡ 訴訟の開始､ 進行､ あるいは取下げなどについてサバイバーの意思が反映されな

いという問題が指摘されつつも､ 告訴したことが加害者側からの告訴取下げ等をめぐる新たな攻撃

を招くなどの弊害が除去されるなどの効果もあり､ むしろ親告罪とする国の方が少ない｡

(�) 刑罰 加害者がサバイバーに与えた被害の大きさに等しい刑罰が課されなければならない｡

これは当然のことであるが､ ＶＡＷについてはこれまで加害者とサバイバーが夫婦であれば免責さ

れたり (たとえば夫婦間レイプは成立しないなど)､ レイプ加害者が後にサバイバーと結婚すれば

免責されるといった例が数多く存在した｡ ハンドブックはこうした例外は一切認めるべきでないと

当然のことを当然のこととして提案する｡

また��については､ その罪を繰り返し犯す者や､ 保護命令違反が繰り返すものに対し､ 通常よ

り重い罪を課すことも提案されている｡

(�) サバイバーへの賠償 既に (�) で説明したサバイバーに加害者への賠償請求権が認められ

るべきだとすることに対応する加害者の責任である｡

(�) 再教育プログラムの受講 加害者の処罰の内容にプログラム受講義務を入れること､ その

プログラムはサバイバー支援者との協力により運営すべきこと､ もしこのプログラム参加が刑罰を

受けることの代わりに行われるものであるときは (ダイバージョンであるときは)､ 司法当局によ

る実施状況のモニターの下に実施され､ それが処罰としての意味のあるものとしてされる必要があ

る｡ またプログラムの内容は慎重に見直される必要があると提案する｡

(７) 予防対策
(��)

市民向けに啓発活動をしたり､ 子どもたちに対してはジェンダー平等教育の実施が提案されてい

る｡ ジェンダー平等教育が必要とされるのは､ ＶＡＷを､ 女性差別の原因であり結果であるとの分

析からの当然の帰結である｡ またメディアに対しても､ ＶＡＷに関する意識向上を図ることが提案

されている｡ 性に関する暴力的な表現や､ ジェンダーステレオタイプな表現が現在のメディアには

あふれかえっている｡ こうした現状を変えることも､ ＶＡＷ予防のひとつの重要な鍵である｡

(８) モニター (監視) 機関の設置
(��)

ＶＡＷの実態把握のための調査の実施､ その結果を踏まえた国内行動計画や戦略を立案する｡ そ

れらの取組み､ 進捗状況を監視し､ 定期的に議会に報告し､ 法改正を提言する｡ 必要なときには関

係機関への是正措置も取れるような､ 省庁横断的でありながら､ しっかりした予算と権限が付与さ

れた機関の設置が提案されている｡
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以上､ ハンドブックの提案の中の主要項目について概観した｡ サバイバーやその支援者の目から

見たときには理想的な提案がいくつもなされていることがわかる｡ 少なくとも今後のＶＡＷへの法

的対応を構想するとき非常に参考になるものであることは事実である｡

次に検討すべきは､ こうした内容をどのように民事法が受け止めるべきかについてである｡ ここ

には非常に広範にわたる領域について提案がなされている｡ しかし本稿ではその全てについてでは

なく､ その中でも特に喫緊な課題､ すなわち国連人権条約諸委員会による (改善) 勧告を受けてい

る点の中で､ 民事法にも関係する点について検討することとする｡ そこで次に､ それら (改善) 勧

告がどのようなものであるかを確認しよう｡

３. 国連人権条約諸委員会による (改善) 勧告
(��)

(１) 第��会期女性差別撤廃委員会総括所見 (����年) ����	
�
��
��
�

・ＶＡＷサバイバーが相談できる��時間無料のホットラインの開設 (勧告)

・警察官､ 裁判官が､ 関連法規について熟知し､ 女性に対するあらゆる形態の暴力に敏感である

ことやサバイバーに適切な支援を確保すること (要請)

・刑法において､ 性暴力犯罪が､ 依然としてモラルに対する罪とされていることを懸念

・親告罪であることを懸念

・強かん罪の罰則が依然として軽いことを懸念

・近親かんおよび配偶者強かんが明示的に犯罪とされていないことを懸念

・非親告罪化 (勧告)

・身体の安全及び尊厳に関する女性の権利の侵害を含む犯罪として性犯罪を規定すること (勧告)

・強姦罪の罰則の引上げ (勧告)

・近親かんを個別の犯罪として規定すること (勧告)

(２) 第��会期国連人権委員会・自由権規約委員会総括所見 (����年) ����
�
��
��
�

・ＳＨの犯罪化 (勧告)

・刑法���条における強かんの定義の範囲の拡大 (同)

・男性に対するレイプを深刻な犯罪として扱う (同)

・近親かんを深刻な犯罪として扱う (同)

・抵抗要件の廃止 (同)

・非親告罪化 (同)

・裁判官､ 警察官､ 検察官､ 警察官､ 刑務官に対するジェンダー・トレーニングの義務付け (同)

・性交同意年齢の引上げ (同)

(３) 第��会期拷問禁止委員会総括所見 (����年) ���
�
���
��
�

・強かん行為が､ 男女の生殖器による性交渉のみに適用され､ 男性サバイバーに対するレイプ等､

その他の形態による性的虐待を除外する限定的なものであることに懸念

・トラフィキングサバイバーが不法移住者として取り扱われ､ 救済措置をとられることなく国外

に強制送還されることなどに懸念
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・駐留外国軍を含む軍関係者による女性及び少女への暴力を防止し､ 加害者を訴追するための効

果的な施策が不足していることに懸念

(４) 第��会期女性差別撤廃委員会総括所見 (����年) ����	
�
��
�����������

・強かんへの罰則強化 (勧告)

・近親かんを個別の犯罪として刑罰法令に定めること (勧告)

・暴力の防止､ サバイバーへの保護､ 支援の実施 (要請)

以上の勧告点の中で民事法にも関連すると考えられるのは､ サバイバーの賠償請求権確保の他､

性犯罪について､ サバイバー､ 加害者双方の性別制限をしない､ ｢暴行または脅迫を用いて｣ との

文言を強姦罪等の犯罪構成要件から外す､ サバイバーの同意の有無を判断するにあたり､ どれほど

サバイバーが加害者に対して抵抗したか､ 所謂 ｢抵抗要件｣ を外す､ を上げられる｡ 以下ではこれ

らの点に関するハンドブックの提案をどのように民事法が受け止めるべきか検討する｡

４. ハンドブックの提案を民事法はどのように受け止めるべきか

本稿では以下３点を指摘しておく｡

(１) 性暴力被害の有無の判断について ３の末尾に示したように､ ここで検討対象とする勧告は､

強かん等の犯罪構成要件に関する勧告なので､ 一見､ 民事法との関係は明らかではないように見え

る｡ しかし､ 強かん等性暴力サバイバーが加害者等に対しその民事責任を問うとき､ それを不法行

為と判断できるかどうかを考えるプロセスは､ 性犯罪構成要件に依拠している｡ つまりサバイバー

の同意の有無をめぐる検討方法はほぼ犯罪構成要件を参照した上で行われているということである｡

そしてその判断方法は上記のように､ 今やＶＡＷに関する世界の動向からみれば､ 改善される必要

のあるものである｡ しかしそれは ｢今｣ はじめて批判されたのではない｡ 金沢ＳＨ訴訟
(��)

や､ 秋田農

業短期大学ＳＨ訴訟
(��)

など､ 控訴段階でサバイバーが逆転勝訴した事例は､ 性暴力被害やサバイバー

の実態からかけ離れた経験則が法廷で再考を迫られ､ 被害実態に即して同意の有無を検討しようと

する必要性が認識されたものであった｡ 特にキャンパス・ＳＨに関する意識が明確化するにつれ加

害者や大学を訴えるケースも多く発生するようになり､ 裁判所の同意の有無に関する経験則に､ 変

容が生じつつあると評価し得る状況になってきたとも理解しえた｡ ところが､ 最高裁平成��年４月

��日
(��)

の強制わいせつ事件をめぐる多数意見や､ これを引用する最高裁平成��年７月��日
(��)

の強姦事件

をめぐる多数意見の被害やサバイバーに関する判断は､ 上記２事例のサバイバーによっておおいに

批判された一審判決のとった方法と同様の､ 被害実態から遊離した経験則に基づく判断であった｡

これは性暴力に関する認識方法の後退を意味するのか､ それとも実は何も変わっていなかったとい

うことを意味するのか｡ いずれにせよこうした状況が､ 強かんや強制わいせつ等の性暴力事件の民

事裁判に影響を与えてしまうのか､ 懸念される｡ しかし民事の思考プロセスが刑事のそれに拘束さ

れる必要はない｡ ましてこの点について国連から改善勧告も出ているのだ｡ 民事法はそれが強かん

であれ強制わいせつであれ ｢不法行為｣ として捉える仕組みになっており､ その成否はもっぱら解

釈による｡ そこで民事法の領域において速やかにハンドブックが提案する改正案を解釈のレベルで

実現することが目指されるべきである｡ その内容は､ サバイバーの同意の有無を､ サバイバーの抵
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抗の有無やその程度にリンクさせるのではなく､ 明白で自発的な合意の存在および加害者がサバイ

バーの同意を確認したステップの証明を加害者に求めるという方法
(��)

か､ 行為が強制的な状況の下で

行われたことを要件とし､ その強制的な状況を広く定義するという方法である｡ 前者は証明責任の

転換といわれるものであるが､ このようなことは事案の妥当な解決のため､ これまで民事法は寧ろ積

極的に取り入れてきた手法である｡ ＶＡＷ事例においてもこの方法を取り入れることに問題はない｡

(２) レイプシールド サバイバーのそれまでの性的経験を証拠として法廷に持ち出さないという

ルールである｡ これが認められないため､ サバイバーはプライバシーの暴露を恐れて訴えられない

という実情がある｡ 刑事訴訟の場面だけでなく､ 民事訴訟の場面においてもこの制度の導入を検討

すべきである｡

(３) 賠償請求権の確保 ここではＤＶケースにおける加害者が夫である場合､ サバイバーである

妻の賠償請求権はどのよう確保できるかについて若干検討する｡ 少なくともＤＶを原因とする離婚

の場合､ 離婚慰謝料算定の基礎とすることによって､ 実質的に賠償請求権を確保することを可能と

できる｡ ところでＤＶという暴力行為は法的にどのように捉えたらよいであろうか｡ 学説は不法行

為と捉えているようである
(��)

｡ しかしこの理解には疑問がある｡ というのは､ 夫婦という関係は､ 婚

姻契約あるいはそれに類する当事者の意思に基づき形成された法律関係の一つである
(��)

｡ そうである

ならばその関係の中で起きた加害行為を不法行為とのみ捉えることは妥当ではないからである｡ 婚

姻の効果として､ 同居協力義務 (民法���条) と貞操義務が夫婦間に発生すると考えられている｡

けれどもそれだけでなく､ 互いの心身の安全を確保することも当然の義務として措定できる
(��)

｡ そう

するとＤＶという暴力を､ その義務違反行為として捉えることができる｡ このように考えればＤＶ

を不法行為としてだけでなく､ 一種の債務不履行責任としても把握可能である｡ この理解は理論面

のみならず､ サバイバーの権利確保の面からも有用である｡ ＤＶを受け続けてきた妻が夫に対し､

ＤＶを算定根拠とする慰謝料を離婚に際して主張することは非常に難しい｡ 離婚成立後､ 時間が経

過し徐々に精神的にも落ち着いてきた頃､ やっと被害実態について考えられるようになり､ それに

対する前夫の責任が果たされていないことに気づく｡ こうしたプロセスをたどったという経験をよ

くＤＶサバイバーから聞く｡ こうした実情に照らすと､ 不法行為の消滅時効３年はあまりに短い｡

債務不履行構成とすれば��年は賠償請求権の行使は可能である｡ こうしたことも視野に入れながら､

夫婦の義務の内容や､ その法的性質について再考する必要がある｡

ここでは以上３点について､ ひとまず問題提起しておく｡ 後日改めてこれら論点について論ずる｡

課題はそれぞれ大きい
(��)

｡

� むすび

『国連・女性に対する暴力立法ハンドブック』 に至るまでの国連を中心とするＶＡＷへの取組み､

そしてハンドブックの提案を概観し､ その提案を民事法がどう受け止め､ どのような回答を導き出

せるか､ 出すべきかを若干検討した｡

これまでの日本のＶＡＷに関する施策や市民運動は､ サバイバー支援充実の実現に力を注いでき

た｡ ところが第三次男女共同参画基本計画において､ 性犯罪規定の見直しが課題となり､ 加害者の
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刑事責任の問題が浮上するに至った｡ こうした流れがある一方､ ＶＡＷに対する民事法領域の応答､

特にサバイバーの賠償請求権確保の問題に関する応答は殆どなかったといってよい｡ しかし本稿で

示したように､ 検討課題は実際に存在する｡ 国連を中心としたＶＡＷへの取組みが世界的に実施さ

れている中､ ひとり民事法だけが無関心でいられる筈はない｡ ここで示した課題について今後さら

に検討し､ 応答を果たしてゆきたい｡

(１) 本稿では ｢サバイバー｣ を ｢被害者｣ を指すものとして用いる｡ これは､ 本稿が紹介する 『国連・

女性に対する暴力立法ハンドブック』 の用法にならったためである｡

(２) ������������	�
����
�	������������������	��

���� 日本語訳として 『女性への暴力

防止・法整備のための国連ハンドブック』 (����年､ 梨の木舎) をあげておく｡

(３) 不法行為法の教科書で､ ｢ＶＡＷ｣ が独立した項目として取り上げられているものは見当たらない｡

｢違法性の判断基準｣ の下に､ たとえば ｢身分上の人格的利益｣ のひとつとして性暴力の問題が取り

上げられている例を上げられる (吉村良一 『不法行為法』 (有斐閣､ ����年) ��頁)｡

(４) 岩井宜子 ｢性犯罪規定の見直し｣ 神奈川法学����(����年､ ���頁以下) は､ 刑事法領域における

国連からの ｢宿題｣ を受け止めた論考である｡ 岩井宜子を座長とする ｢日本の性犯罪規定の問題点｣

と題するセッションが第��回国際犯罪学会 (����年､ 神戸学院大学) で持たれたが､ それもこの延長

線上にあるものである (個別報告：内山絢子 ｢性犯罪被害の実情｣､ 宮園久栄 ｢わが国の性犯罪規定

の検討｣､ 柴田守 ｢親告罪規定は廃すべきか｣､ 南部さおり ｢裁判員裁判と性犯罪｣､ 柳本祐加子 ｢国

際人権基準から見た日本の性犯罪規定の問題点｣)｡

(５) ここで取り上げた国連文書の日本語訳は､ 国際婦人年大阪の会編 『ナイロビ将来戦略と女性の未来』

(����年､ 創元社)､ 国際女性の地位協会編 『女性関連法データブック』 (����年､ 有斐閣)､ 北京世界

女性会議に提言する会 『行動綱領日本語訳』 (����年) などを参考にした｡

(６) �� !"�������なおこのモデル戦略は����年５月に開催された国連・犯罪と刑事司法委員会で改

訂が承認された (!�#$����������)｡ モデル戦略改訂版は､ 『国連・女性に対する暴力立法ハンドブッ

ク』 の後に現われたものなので､ 本稿では触れない｡ しかしこれも重要な文書であるので､ 改めて

���%年版と����年改定版を紹介する予定である｡

(７) ラディカ・クマラスワミ ｢家庭内暴力報告書｣ (!�#$����������)｡ (クマラワスワミ報告書研究

会訳 『国連人権委員会特別報告書 女性に対する暴力』 (����年､ 明石書店) ９頁以下｡

(８) &���������'
	(�	�'	'�'��'��(�
'�)��	����*�'+'	�,��)����'
	�	�-)��.
� .
�

���'
	/�� !"�"������

(９) (注２) 日本語訳書��頁以下｡

(��) フランスがその実例のひとつである｡

(��) (注２) 日本語訳書��頁以下｡

(��) (注２) 日本語訳書%�頁以下｡

(��) (注２) 日本語訳書��頁以下｡

(��) 日本でも､ ����年４月に最高裁で逆転無罪となった列車内痴漢事件をきっかけに､ 物的証拠の確保

など初動捜査を徹底することが警察内部で確認されたりした｡

(��) (注２) 日本語訳書���頁以下｡

(��) (注２) 日本語訳書���頁以下｡

(�%) (注２) 日本語訳書%�頁以下｡

(��) (注２) 日本語訳書��頁以下｡
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(��) (注２) 日本語訳書��頁以下｡

(��) 国連・子どもの権利委員会からは､ 子どもに対する性暴力に関し重要な意見や勧告が日本に対し表

明されている｡ ���	
������������������������������������������� その委員会総括所見を紹

介し分析するものとして､ 子どもの権利条約���レポート連絡会議 [編] 『子どもの権利条約から

見た日本の子ども 国連・子どもの権利委員会第３回日本報告審査と総括所見』 (����年､ 現代人文

社) をあげておく｡ 子どもに対する性暴力に関する委員会総括所見に関し検討するものとして柳本祐

加子 ｢子どもに対する性暴力の禁止｣ 子どもの権利条約���レポート連絡会議 [編] 『子どもの権利

条約から見た日本の子ども 国連・子どもの権利委員会第３回日本報告審査と総括所見』 (����年､

現代人文社)､ ��頁以下を参照｡

(��) 名古屋高裁平成８年��月��日判決 (判例タイムス�������)｡

(��) 仙台高裁秋田支部平成��年��月��日判決 (労働判例 �����)｡

(��) 刑集!�巻４号���頁｡ (注��) の判決である｡

(��) ���	
�������"�����#	���$����#��	����%�$������&�����'�$����(��&��

(��) 同様の考え方は日本の刑事法においても検討されている｡ たとえば (注４) 宮園久栄報告｡

(�!) たとえば二宮周平 『家族法』 (����年､ 新世社) ���頁は ｢暴行､ 虐待 (ＤＶ)､ 悪意の遺棄､ 不貞

行為など離婚原因となった個々の有責行為自体が､ 通常の不法行為として慰謝料を認められることは

いうまでもない｣ とする｡

(� ) 二宮 (注��) � 頁は憲法��条について ｢婚姻をする者に自由な独立した人格を認め､ 婚姻はそれを

基礎とする一種の契約であるという婚姻観を表明している｣ とする｡

(��) これは ｢同居協力義務｣ に包摂できるのかもしれない｡

(��) 他にも賠償の算定の問題､ 賠償責任の性質､ 子どもサバイバーの問題､ 消滅時効の問題､ サバイバー

に対する反訴としての加害者側からの名誉毀損の訴えや､ サバイバー敗訴を原因とする加害者側から

の名誉毀損の訴えの問題なども検討課題である｡

サバイバーに対する賠償については､ 国連・女性に対する暴力特別報告者報告においても触れられ

るようになってきている｡ � 会期人権理事会 (����年５月～６月開催) に報告された)�	��������

�*	������+���	
,-��������$�����.$��.�����./�������$�$������������$�������0����

	�$������$���		���"������1(����/$0�����0��/���������)02�3)4�� ���(2����$������

$���) には､ サバイバーに対する賠償は現状回復に止まるのではなく､ その被害の原因たるジェン

ダー差別の解消を目指す必要があるのではないかといった議論が交わされたことが記録されている

(パラ��以下)｡ また同じ� 会期人権理事会では､ 2����$���� �で､ 2������$�����..������������

�$��$��.�����./�������$�$���������
���"�����"������������	���������02�3)4�� 

�5!が決議された｡ これはＶＡＷの根絶に向けた取組み､ サバイバー支援の充実､ 司法関係者に対

するトレーニングの必要性等の指摘の他､ 第��会期人権理事会において､ サバイバーに対する賠償を

テーマとする���$��"$�."����$6����"�����を実施することも記されている｡ 国に対するＶＡＷ

に対する責任を択拠付ける�"����������という概念や､ サバイバーに対する賠償の性質や目的が､

近年の国連におけるＶＡＷをめぐる議論のキーワードである｡ これについても論考を発表する予定で

ある｡
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参考資料１ (『女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック』 (����年､ 梨の木舎) より転載)

女性に対する暴力への対応

女性に対する暴力の定義

ＤＶ ・身体的､ 性的､ 心理的および経済的暴力を含む包括的な暴力

・婚姻､ 未婚､ 同性間､ 同居していない者を含む親しい関係に現在ある､ またはこれまでにあった個人､ 互いに家族関係
にある個人､ 同一世帯のメンバーである者

性的暴力 明白で自発的な同意なく行われた性的行為であり､ 身体の人格的完全性 (インテグリティ) と性的自律を侵害するもの

セクシュアル・
ハラスメント 差別の一形態であり､ 健康上及び安全上の影響を伴う女性の人権を侵害する犯罪である

雇用､ 教育､ 商品やサービスの受け取り､ スポーツ活動､ 財産取引を含む平等または上下の関係における､ 性的意図のあ
る歓迎されないふるまい
身体的行為､ 口説き､ 性的交際の強要や要求､ 性差別的発言､ 性的露出のある写真､ ポスター､ 絵の提示､ その他の性的
要因を含むあらゆる身体的､ 言語的､ 非言語的行為を含む

加害者 サバイバー

支援センター

・すべての地域で平等にサービスを利用できるようにすること
・十分な予算措置を義務化

女性支援カウンセリングセンター ５万人当たり１か所

全国ホットライン 24時間､ 無料

レイプ救援センター 女性20万人当たり１か所

医療サービス

ワンストップサービスセンター

逮捕 積極的逮捕策
義務的逮捕策

裁判 安全確保 生活再建支援

使いやすさの
確保

・法律扶助

・情報提供

・通訳

・弁護士

・法廷補助者

・迅速な手続き

・話し合い解決の
禁止

・虚偽供述の不処
罰

・非親告罪

緊急一時保護 ・１万人あたり
１か所

全般

・ステップハウス

・経済的支援

・居住支援

・就労支援

起訴 積極的起訴策
義務的起訴策
非親告罪

保護命令

・緊急保護命令

・接近禁止

・退去命令

・扶養料等の支払
い命令

・加害者の電子的
監視命令

犯罪構成要件
(レイプ)

・抵抗要件の廃止

・明白で自発的な
合意の存在およ
び加害者がサバ
イバーの同意を
確認したステッ
プの証明を加害
者に求める
または

・行為が強制的な
状況の下で行わ
れたことを要件
とし､ その強制
的な状況を広く
定義する

移住女性
・法的地位

・在留許可など

こども

・監護権：加害者
には認めない

・面接交渉権：

・最終の暴力行為
から３カ月経過
していること､
あらゆる暴力行
為をやめている
こと､ 加害者校
正プログラムに
参加しているこ
とが必要

・こどもの意思に
反する面会は認
められない

安全確保

・宣誓供述書や録
音テープを証拠
とできる

・衝立､ ビデオリ
ンク等の活用

・加害者との相対
を避ける

・二次被害防止

・被害申し立ての
遅延を不利益と
しない

・レイプシールド

・報道制限

量刑

・犯罪の程度に見
合った科刑であ
ること

・DVの再犯者､
保護命令違反の
累犯者には刑を
加重する

・サバイバーのタ
イプ(職業など)
に左右されない

犯罪構成要件
(レイプ)

・抵抗要件の廃止

・明白で自発的な
合意の存在およ
び加害者がサバ
イバーの同意を
確認したステッ
プの証明を加害
者に求める
または

・行為が強制的な
状況の下で行わ
れたことを要件
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とし､ その強制
的な状況を広く
定義する

・補強証拠の原
則の廃止

賠償 サバイバーへの賠
償 賠償

・対加害者

・対第三者

再犯防止 再教育

釈放､ 出所後
・情報提供

・安全確保

関係機関職員

・能力強化

・警察：専門部局
の設置

・検察：専門部局
の設置

・裁判所：専門法
廷の設置

・法律に違反した
関連機関への制
裁

市民 ・予防啓発

・ジェンダー平等教育

メディア 女性に対する暴力に関する意識向上

モニター機関
・女性に対する暴力に関する国内行動計画や戦略をつくり､ その実行状況を監視し､ 定期的に議会に報告する｡
・データ収集
・必要に応じた法改正の提言
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参考資料２ (『女性への暴力防止・法整備のための国連ハンドブック』 (����年､ 梨の木舎) より転載)

日本の宿題

問題点 国連の見解 日本政府の見解・動き

(�) 性犯罪について

改正 被害者､ 加害者の性別制限を
しない ※国連より勧告��懸念

改正 ｢暴行又は脅迫を用いて｣ を
削除する ☆ハンドブックの提案

改正 被害者の抵抗を犯罪成立の要
件から外す

※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

改正 性交同意年齢の見直し ※国連より勧告��懸念

改正 非親告罪とする ※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

改正 法定刑の引き上げ

※強かん罪→強盗
罪 (下限５年) と
同等以上にする
※強制わいせつ罪
(６月以上��年以
下の懲役→見直し
※集団強かん罪
(４年以上の有期
懲役)→強盗罪と
同等以上にする

※国連より法定刑引上げ
の勧告あり
☆ハンドブックの提案
・被害の大きさと見合っ
た判決であること
・ＤＶについて､ 反復
性の見られる者につい
ては厳しくする

※ ｢強姦罪の法定刑 (注・当時
はまだ下限が２年だった) の下
限を３年に引き上げるなど､ 他
の凶悪犯罪との均衡も考慮しつ
つ､ 法定刑の引き上げを検討す
るべきである｡
(Ｈ��.女性に対する暴力専門
調査会 『女性に対する暴力につ
いての取り組むべき課題とその
対策』)

運用改善

マイノリティ､ 公務員による
性暴力 (性犯罪) (特別公務
員暴行陵虐罪)､ 米軍基地関
係者による性暴力 (性犯罪)

※国連より勧告あり

改正 挿入行為の類型を多様化させ
る

※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

改正 近親かん (近親者による性的
挿入)

※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

※児童に対する性的虐待につい
ては､ 被害者が訴え出ることが
困難であるというその特性にか
んがみ､ 強姦罪等とは別の処罰
規定を設けるよりも､ むしろ､
悪質な事案につき厳正に対処し
て加害者を処罰するために､ ま
ずは事案の顕在化を促すことを
第一に考えていくことが必要で
ある｡
(Ｈ��.女性に対する暴力専門
調査会 『女性に対する暴力につ
いての取り組むべき課題とその
対策』)

改正 夫婦間強かん (婚姻関係間の
不同意性的挿入)

※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

※ (レイプは) 刑法において､
強かん罪､ 強制わいせつ罪等に
より､ 犯罪とされております｡
夫婦や親子､ 兄弟など､ 加害者
と被害者に親族関係があるかど
うかに関係なく､ レイプは犯罪
とされております｡ また､ 女性
が男性に対して行ったレイプに
ついても､ 刑法により処罰され
ることとなっております｡ (法
務省刑事局・国連拷問禁止委員
会第１回日本政府報告書審査審
議録､ ��������)

新設 セクシュアル･ハラスメント罪 ※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

(	) 被害者保護について 関係機関職員に対する人権､
ジェンダー・トレーニング

※国連より勧告��懸念
☆ハンドブックの提案

(
) 加害者対策 ※国連より勧告��懸念

(�) 予防対策について 予防・啓発

☆ハンドブックの提案
・暴力防止教育
・ジェンダー平等教育
・法知識
・性教育
・一般啓発


